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基本方針新旧対照表 
改正案 現行 

燃料資源の大部分を輸入に依存せざる

を得ないエネルギー事情の下にある我が

国においては、近年の国民経済の発展に伴

う生産、流通及び消費の拡大、国民のライ

フスタイルの変化等を背景に、エネルギー

の使用量は高い水準で推移している。しか

しながら、国際的なエネルギー需給が逼迫

するおそれは、恒常的に存在しており、主

としてエネルギーの使用に起因する二酸

化炭素の排出等による地球温暖化は、人類

の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれ

がある重大な問題となっている。 
また、東日本大震災以降のエネルギー需

給の状況に鑑みると、電気の需給の安定化

の観点から、需要側においても電気の需要

の平準化に向けた取組が重要となってい

る。 
この基本方針は、このような認識の下

に、工場又は事務所その他の事業場（以下

単に「工場等」という。）、輸送、建築物、

機械器具等に係るエネルギーの使用の合

理化及び電気の需要の平準化（以下「エネ

ルギーの使用の合理化等」という。）を総

合的に進める見地から、必要な事項を定め

るものである。当該事項の実施に当たって

は、エネルギーの使用量が国民経済の発展

及びエネルギーの使用の合理化等の推進

に依存するとともに、産業構造、企業行動、

交通体系、国民のライフスタイルその他の

社会のあり方の変化によっても影響を受

けることに留意しつつ、我が国のエネルギ

ーの使用量を、概ね石油代替エネルギーの

供給目標（平成 17 年経済産業省告示第

134 号）及び京都議定書目標達成計画（平

成 20 年３月 28 日閣議決定）の策定に当

たり勘案されているエネルギー需要の長

期見通しの水準とすることを目標とする。  

燃料資源の大部分を輸入に依存せざる

を得ないエネルギー事情の下にある我が

国においては、近年の国民経済の発展に伴

う生産、流通及び消費の拡大、国民のライ

フスタイルの変化等を背景に、エネルギー

の使用量は高い水準で推移している。しか

しながら、国際的なエネルギー需給が逼迫

するおそれは、恒常的に存在しており、主

としてエネルギーの使用に起因する二酸

化炭素の排出等による地球温暖化は、人類

の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれ

がある重大な問題となっている。 
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この基本方針は、このような認識の下

に、工場又は事務所その他の事業場（以下

単に「工場等」という。）、輸送、建築物、

機械器具等に係るエネルギーの使用の合

理化を総合的に進める見地から、必要な事
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当たっては、エネルギーの使用量が国民経
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の推進に依存するとともに、産業構造、企

業行動、交通体系、国民のライフスタイル

その他の社会のあり方の変化によっても

影響を受けることに留意しつつ、我が国の

エネルギーの使用量を、概ね石油代替エネ

ルギーの供給目標（平成 17 年経済産業省

告示第 134 号）及び京都議定書目標達成

計画（平成 20 年３月 28 日閣議決定）の

策定に当たり勘案されているエネルギー

需要の長期見通しの水準とすることを目

標とする。 
 

エネルギー基本計画の
見直しの議論を踏まえ
て必要な修正をするこ
ととしたい。 
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第１ エネルギーの使用の合理化のた

めにエネルギーを使用する者等が講ずべ

き措置に関する基本的な事項 
 
１ 工場等においてエネルギーを使用

して事業を行う者が講ずべき措置 
(1) 工場等においてエネルギーを使用

して事業を行う者は、次の各項目の実施を

通じ、設置している工場等（連鎖化事業者

については、当該連鎖化事業者が行う連鎖

化事業に加盟する者が設置している当該

連鎖化事業に係る工場等を含む。以下 

(1)及び第２の１において同じ。）における

エネルギー消費原単位又は電気需要平準

化評価原単位（電気の需要の平準化に資す

る措置を評価したエネルギー消費原単位

をいう。以下同じ。）の改善を図るものと

する。 
① 工場等に係るエネルギーの使用の

実態、エネルギーの使用の合理化に関する

取組等を把握すること。 
② 工場等に係るエネルギーの使用の

合理化の取組を示す方針を定め、当該取組

の推進体制を整備すること。 
③ エネルギー管理統括者及びエネル

ギー管理企画推進者を中心として、工場等

全体の総合的なエネルギー管理を実施す

ること。 
④ エネルギーを消費する設備の設置

に当たっては、エネルギー消費効率が優

れ、かつ、効率的な使用が可能となるもの

を導入すること。 
⑤ エネルギー消費効率の向上及び効

率的な使用の観点から、既設の設備の更新

及び改善並びに当該既設設備に係るエネ

ルギーの使用の制御等の用に供する付加

設備の導入を図ること。 
⑥ エネルギーを消費する設備の運転

並びに保守及び点検その他の項目に関し、

第１ エネルギーの使用の合理化のた

めにエネルギーを使用する者等が講ずべ

き措置に関する基本的な事項 
 
１ 工場等においてエネルギーを使用

して事業を行う者が講ずべき措置 
(1) 工場等においてエネルギーを使用

して事業を行う者は、次の各項目の実施を

通じ、設置している工場等（連鎖化事業者

については、当該連鎖化事業者が行う連鎖

化事業に加盟する者が設置している当該

連鎖化事業に係る工場等を含む。以下(1)
において同じ。）におけるエネルギー消費

原単位の改善を図るものとする。 
 
 
 
 
① 工場等に係るエネルギーの使用の

実態、エネルギーの使用の合理化に関する

取組等を把握すること。 
② 工場等に係るエネルギーの使用の

合理化の取組を示す方針を定め、当該取組

の推進体制を整備すること。 
③ エネルギー管理統括者及びエネル

ギー管理企画推進者を中心として、工場等

全体の総合的なエネルギー管理を実施す

ること。 
④ エネルギーを消費する設備の設置

に当たっては、エネルギー消費効率が優

れ、かつ、効率的な使用が可能となるもの

を導入すること。 
⑤ エネルギー消費効率の向上及び効

率的な使用の観点から、既設の設備の更新

及び改善並びに当該既設設備に係るエネ

ルギーの使用の制御等の用に供する付加

設備の導入を図ること。 
⑥ エネルギーを消費する設備の運転

並びに保守及び点検その他の項目に関し、



3 
 

管理標準を設定し、これに準拠した管理を

行うこと。 
⑦ エネルギー管理統括者及びエネル

ギー管理企画推進者によるエネルギー管

理者及びエネルギー管理員の的確かつ十

分な活用その他工場等全体における総合

的なエネルギー管理体制の充実を図るこ

と。 
⑧ 工場等内で利用することが困難な

余剰エネルギーを工場等外で有効利用す

る方策について検討し、これが可能な場合

にはその実現を図ること。 
(2) エネルギーの供給の事業を行う者

は、(1)に掲げる各項目の実施を通じエネ

ルギーの転換における効率の向上を図る

とともに、エネルギーの供給のための施設

全体としてのエネルギー消費効率が需要

の変動に応じて最良となるような効率的

な施設の運用及びエネルギーの輸送にお

ける損失の低減を図るものとする。 
 
２ 貨物輸送事業者が講ずべき措置 
貨物輸送事業者（本邦内の各地間におい

て発着する他人又は自らの貨物の輸送を、

業として、エネルギーを使用して行う者を

いう。以下同じ。）は、次の各項目の実施

を通じ、エネルギー消費原単位又は電気需

要平準化評価原単位の改善を図るものと

する。 
① 貨物輸送に係るエネルギーの使用

の合理化の取組を示す方針を定め、当該取

組の推進体制を整備すること。 
② エネルギー消費効率が優れた輸送

用機械器具を導入すること。 
③ 輸送用機械器具のエネルギーの使

用の合理化に資する運転又は操縦を行う

こと。 
④ エネルギー消費効率の向上の観点

から、輸送能力の高い輸送用機械器具を導

管理標準を設定し、これに準拠した管理を

行うこと。 
⑦ エネルギー管理統括者及びエネル

ギー管理企画推進者によるエネルギー管

理者及びエネルギー管理員の的確かつ十

分な活用その他工場等全体における総合

的なエネルギー管理体制の充実を図るこ

と。 
⑧ 工場等内で利用することが困難な

余剰エネルギーを工場等外で有効利用す

る方策について検討し、これが可能な場合

にはその実現を図ること。 
(2) エネルギーの供給の事業を行う者

は、(1)に掲げる各項目の実施を通じエネ

ルギーの転換における効率の向上を図る

とともに、エネルギーの供給のための施設

全体としてのエネルギー消費効率が需要

の変動に応じて最良となるような効率的

な施設の運用及びエネルギーの輸送にお

ける損失の低減を図るものとする。 
 
２ 貨物輸送事業者が講ずべき措置 
貨物輸送事業者（本邦内の各地間におい

て発着する他人又は自らの貨物の輸送を、

業として、エネルギーを使用して行う者を

いう。以下同じ。）は、次の各項目の実施

を通じ、エネルギー消費原単位の改善を図

るものとする。 
 
① 貨物輸送に係るエネルギーの使用

の合理化の取組を示す方針を定め、当該取

組の推進体制を整備すること。 
② エネルギー消費効率が優れた輸送

用機械器具を導入すること。 
③ 輸送用機械器具のエネルギーの使

用の合理化に資する運転又は操縦を行う

こと。 
④ エネルギー消費効率の向上の観点

から、輸送能力の高い輸送用機械器具を導
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入すること。 
⑤ 輸送用機械器具の効率的な活用を

図る観点から、効率的な積載等を図るこ

と。 
⑥ 自営転換、モーダルシフトを推進す

るための環境醸成等を図ること。 
 
３ 荷主が講ずべき措置 
荷主（自らの事業に関して自らの貨物を

継続して貨物輸送事業者に輸送させる者

をいう。以下同じ。）は、次の各項目の実

施を通じ、貨物輸送事業者に行わせる貨物

の輸送に係るエネルギー消費原単位の改

善を図るものとする。 
① 貨物輸送事業者に行わせる貨物の

輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネ

ルギーの使用の合理化に関する取組等を

把握すること。 
② 貨物輸送事業者に行わせる貨物の

輸送に関し、荷主として行うエネルギーの

使用の合理化の取組を示す方針を定め、当

該取組の推進体制を整備すること。 
③ 輸送量当たりのエネルギー使用量

が少ない輸送手段の効果的活用を図るこ

と。 
④ 輸送効率の向上を図るため、貨物輸

送事業者に対し積み合わせ輸送の実施、輸

送量に応じた車種の選択等の発注を行う

こと。 
⑤ 輸送の効率化を図るため、製造業に

おける製品開発において、積載率向上に資

する商品荷姿の標準化、製品や包装資材の

軽量化等を図ること。 
 
４ 旅客輸送事業者が講ずべき措置 
旅客輸送事業者（本邦内の各地間におい

て発着する旅客の輸送を、業として、エネ

ルギーを使用して行う者をいう。以下同

じ。）は、次の各項目の実施を通じ、エネ

入すること。 
⑤ 輸送用機械器具の効率的な活用を

図る観点から、効率的な積載等を図るこ

と。 
⑥ 自営転換、モーダルシフトを推進す

るための環境醸成等を図ること。 
 
３ 荷主が講ずべき措置 
荷主（自らの事業に関して自らの貨物を

継続して貨物輸送事業者に輸送させる者

をいう。以下同じ。）は、次の各項目の実

施を通じ、貨物輸送事業者に行わせる貨物

の輸送に係るエネルギー消費原単位の改

善を図るものとする。 
① 貨物輸送事業者に行わせる貨物の

輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネ

ルギーの使用の合理化に関する取組等を

把握すること。 
② 貨物輸送事業者に行わせる貨物の

輸送に関し、荷主として行うエネルギーの

使用の合理化の取組を示す方針を定め、当

該取組の推進体制を整備すること。 
③ 輸送量当たりのエネルギー使用量

が少ない輸送手段の効果的活用を図るこ

と。 
④ 輸送効率の向上を図るため、貨物輸

送事業者に対し積み合わせ輸送の実施、輸

送量に応じた車種の選択等の発注を行う

こと。 
⑤ 輸送の効率化を図るため、製造業に

おける製品開発において、積載率向上に資

する商品荷姿の標準化、製品や包装資材の

軽量化等を図ること。 
 
４ 旅客輸送事業者が講ずべき措置 
旅客輸送事業者（本邦内の各地間におい

て発着する旅客の輸送を、業として、エネ

ルギーを使用して行う者をいう。以下同

じ。）は、次の各項目の実施を通じ、エネ
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ルギー消費原単位又は電気需要平準化評

価原単位の改善を図るものとする。 
① 旅客輸送に係るエネルギーの使用

の合理化の取組を示す方針を定め、当該取

組の推進体制を整備すること。 
② エネルギー消費効率が優れた輸送

用機械器具を導入すること。 
③ 輸送用機械器具のエネルギーの使

用の合理化に資する運転又は操縦を行う

こと。 
④ 回送運行距離を縮減するような輸

送用機械器具の運用等を図ること。 
 
５ 旅客の輸送に関し一般の事業者が

講ずべき措置 
一般の事業者は、旅客輸送分野における

エネルギーの使用の合理化の取組を補完

するため、次の各項目の実施に努めるもの

とする。 
① 従業員の通勤における公共交通機

関の利用推進を図ること。 
② 従業員の業務その他の事業活動に

関する移動において公共交通機関その他

の環境負荷の小さい交通手段の利用推進

を図ること。 
③ 集客施設にあっては、輸送事業者と

の連携等により来客の公共交通機関その

他の環境負荷の小さい交通手段の利用を

推進すること。 
 
６ 建築物の建築主等が講ずべき措置 
建築物の建築をしようとする者、建築物

の直接外気に接する屋根、壁又は床の修繕

又は模様替をしようとする者並びに建築

物への空気調和設備等の設置又は建築物

に設けた空気調和設備等の改修をしよう

とする者は、当該建築物の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防止及び当該建築物に

設ける空気調和設備等に係るエネルギー

ルギー消費原単位の改善を図るものとす

る。 
① 旅客輸送に係るエネルギーの使用

の合理化の取組を示す方針を定め、当該取

組の推進体制を整備すること。 
② エネルギー消費効率が優れた輸送

用機械器具を導入すること。 
③ 輸送用機械器具のエネルギーの使

用の合理化に資する運転又は操縦を行う

こと。 
④ 回送運行距離を縮減するような輸

送用機械器具の運用等を図ること。 
   
５ 旅客の輸送に関し一般の事業者が

講ずべき措置 
一般の事業者は、旅客輸送分野における

エネルギーの使用の合理化の取組を補完

するため、次の各項目の実施に努めるもの

とする。 
① 従業員の通勤における公共交通機

関の利用推進を図ること。 
  ② 従業員の業務その他の事業活動に

関する移動において公共交通機関その他

の環境負荷の小さい交通手段の利用推進

を図ること。 
③ 集客施設にあっては、輸送事業者と

の連携等により来客の公共交通機関その

他の環境負荷の小さい交通手段の利用を

推進すること。 
 
６ 建築物の建築主等が講ずべき措置 
建築物の建築をしようとする者、建築物

の直接外気に接する屋根、壁又は床の修繕

又は模様替をしようとする者並びに建築

物への空気調和設備等の設置又は建築物

に設けた空気調和設備等の改修をしよう

とする者は、当該建築物の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防止及び当該建築物に

設ける空気調和設備等に係るエネルギー
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の効率的利用を図るため、的確な建築等を

行うとともに、エネルギー消費効率が優

れ、かつ、効率的な使用が可能となる空気

調和設備等の設置又は適切な改修をする

ものとする。 
 
７ 建築物の所有者等が講ずべき措置 
(1) 建築物の所有者は、当該建築物の

状況、投資効果等を総合的に勘案しつつ、

次の各項目を実施するものとする。 
① エネルギー消費効率の向上及び効

率的な使用の観点から、エネルギーを消費

する既設の設備の更新及び改善並びに当

該既設設備に係るエネルギーの使用の制

御等の用に供する付加設備を導入するこ

と。 
② 建築物の外壁、窓等を通しての熱の

損失の防止及び当該建築物に設ける空気

調和設備等に係るエネルギーの効率的利

用の観点から、当該建築物の適正な維持保

全を行うとともに、当該建築物の性能の向

上を図るため、改修その他の所要の措置に

ついても検討すること。 
(2) 建築物の所有者又はその委託等を

受けて当該建築物におけるエネルギーを

消費する設備の管理を行う者は、当該設備

の運転並びに保守及び点検その他の項目

に関し、管理標準の設定その他の措置によ

り適正な管理を行うよう努めるとともに、

テナントとの連携を含む当該建築物にお

けるエネルギー管理体制の充実を図るも

のとする。 
 
８ 建築物の設計者等が講ずべき措置 
建築物の設計又は施工を行う者は、的確

な設計又は施工を行うことを通じて、建築

物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止

及び建築物に設ける空気調和設備等に係

るエネルギーの効率的利用のために建築

の効率的利用を図るため、的確な建築等を

行うとともに、エネルギー消費効率が優

れ、かつ、効率的な使用が可能となる空気

調和設備等の設置又は適切な改修をする

ものとする。 
 
７ 建築物の所有者等が講ずべき措置 
(1) 建築物の所有者は、当該建築物の

状況、投資効果等を総合的に勘案しつつ、

次の各項目を実施するものとする。 
① エネルギー消費効率の向上及び効

率的な使用の観点から、エネルギーを消費

する既設の設備の更新及び改善並びに当

該既設設備に係るエネルギーの使用の制

御等の用に供する付加設備を導入するこ

と。 
② 建築物の外壁、窓等を通しての熱の

損失の防止及び当該建築物に設ける空気

調和設備等に係るエネルギーの効率的利

用の観点から、当該建築物の適正な維持保

全を行うとともに、当該建築物の性能の向

上を図るため、改修その他の所要の措置に

ついても検討すること。 
(2) 建築物の所有者又はその委託等を

受けて当該建築物におけるエネルギーを

消費する設備の管理を行う者は、当該設備

の運転並びに保守及び点検その他の項目

に関し、管理標準の設定その他の措置によ

り適正な管理を行うよう努めるとともに、

テナントとの連携を含む当該建築物にお

けるエネルギー管理体制の充実を図るも

のとする。 
 
８ 建築物の設計者等が講ずべき措置 
建築物の設計又は施工を行う者は、的確

な設計又は施工を行うことを通じて、建築

物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止

及び建築物に設ける空気調和設備等に係

るエネルギーの効率的利用のために建築
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物に必要とされる性能が高い建築物の普

及に資するよう努めることとする。 
 
９ 熱損失防止建築材料の製造事業者

等が講ずべき措置 
(1) 熱損失防止建築材料（建築物の外

壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に

供される建築材料をいう。以下同じ。）の

製造の事業を行う者は、その製造に係る熱

損失防止建築材料につき、製品開発、設計、

試作、量産の各段階において熱の損失の防

止のための性能の向上に力点を置いた事

業活動を展開するものとする。 
(2) 熱損失防止建築材料の製造、加工、

輸入又は販売の事業を行う者は、より熱の

損失の防止のための性能の優れた建築材

料の比率が向上するよう、施工の容易性の

向上、建築主、設計事務所、ハウスメーカ

ー、工務店、建築事業者等の適正な選択に

資する情報の提供その他所要の措置を講

ずるものとする。 
 
10 住宅事業建築主が講ずべき措置 
住宅事業建築主（住宅の建築を業として

行う建築主をいう。）は、その新築する一

戸建ての住宅（以下「特定住宅」という。）

につき、当該住宅の外壁、窓等を通しての

熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調

和設備等に係るエネルギーの効率的利用

のために当該住宅に必要とされる性能の

向上を図るため、的確な建築等を行い、エ

ネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な

使用が可能となる空気調和設備等の設置

をするとともに、当該性能の向上に資する

特定住宅に関する技術の開発及び導入に

努めるものとする。 
 
11 エネルギー消費機器等の製造事業

者等が講ずべき措置 

物に必要とされる性能が高い建築物の普

及に資するよう努めることとする。 
         
９ 建築材料の製造事業者等が講ずべ

き措置 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失

の防止の用に供される建築材料を製造し、

加工し、又は輸入する事業を行う者は、断

熱性の高い建築材料の開発、製造、加工及

び輸入並びに断熱性に係る品質の表示並

びに施工の容易性の向上等を通じた断熱

性の高い建築材料の普及に努めるものと

する。 
 
10 住宅事業建築主が講ずべき措置 
住宅事業建築主（住宅の建築を業として

行う建築主をいう。）は、その新築する一

戸建ての住宅（以下「特定住宅」という。）

につき、当該住宅の外壁、窓等を通しての

熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調

和設備等に係るエネルギーの効率的利用

のために当該住宅に必要とされる性能の

向上を図るため、的確な建築等を行い、エ

ネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な

使用が可能となる空気調和設備等の設置

をするとともに、当該性能の向上に資する

特定住宅に関する技術の開発及び導入に

努めるものとする。 
 
11 機械器具の製造事業者等が講ずべ

き措置 
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(1) エネルギー消費機器等（エネルギ

ー消費機器又は関係機器（エネルギー消費

機器の部品として又は専らエネルギー消

費機器とともに使用される機械器具であ

って、当該エネルギー消費機器の使用に際

し消費されるエネルギーの量に影響を及

ぼすものをいう。）をいう。以下同じ。）の

製造の事業を行う者は、その製造に係るエ

ネルギー消費機器等につき、製品開発、設

計、試作、量産の各段階においてエネルギ

ー消費性能等の向上に力点を置いた事業

活動を展開するとともに、需要家の実情に

応じたエネルギー消費機器等の効率的な

使用を可能とする技術の開発及び導入に

努めるものとする。 
(2) エネルギー消費機器等の製造、輸

入又は販売の事業を行う者は、よりエネル

ギー消費性能等が優れ、かつ、より効率的

な使用が可能となる製品の比率が向上す

るよう、消費者の適正な選択に資する情報

の提供その他所要の措置を講ずるものと

する。 
 
12 エネルギー消費機器等の使用者が

講ずべき措置 
自動車、冷暖房機器、給湯用機器、照明

機器、事務用機器その他のエネルギー消費

機器等を使用する者は、その導入に当たっ

て、エネルギー消費性能等が優れ、かつ、

効率的な使用が可能となるものを可能な

限り選択するとともに、適正な管理による

エネルギー消費機器等の性能の維持、無用

なエネルギー消費の防止等を通じ、当該エ

ネルギー消費機器等の効率的な使用を図

るものとする。 
 
13 事業活動を通じて一般消費者が行

うエネルギーの使用の合理化に協力をす

ることが可能な事業者が講ずべき措置 

(1) エネルギーを消費する機械器具の

製造の事業を行う者は、その製造に係る機

械器具につき、製品開発、設計、試作、量

産の各段階においてエネルギー消費効率

の向上に力点を置いた事業活動を展開す

るとともに、需要家の実情に応じた機械器

具の効率的な使用を可能とする技術の開

発及び導入に努めるものとする。 
       
 
 
 
 
 
 
(2) エネルギーを消費する機械器具の

製造、輸入又は販売の事業を行う者は、よ

りエネルギー消費効率が優れ、かつ、より

効率的な使用が可能となる製品の比率が

向上するよう、消費者の適正な選択に資す

る情報の提供その他所要の措置を講ずる

ものとする。 
 
12 機械器具の使用者が講ずべき措置 
 
自動車、冷暖房機器、給湯用機器、照明

機器、事務用機器その他のエネルギーを消

費する機械器具を使用する者は、その導入

に当たって、エネルギー消費効率が優れ、

かつ、効率的な使用が可能となるものを可

能な限り選択するとともに、適正な管理に

よる機械器具の性能の維持、無用なエネル

ギー消費の防止等を通じ、当該機械器具の

効率的な使用を図るものとする。 
  
 
13 事業活動を通じて一般消費者が行

うエネルギーの使用の合理化に協力をす

ることが可能な事業者が講ずべき措置 
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事業活動を通じて一般消費者が行うエ

ネルギーの使用の合理化に協力をするこ

とが可能な事業者は、消費者によるエネル

ギーの使用の合理化の取組を促す措置を

講ずるよう努めるものとする。特に、エネ

ルギー供給事業者、建築物の販売事業者

等、熱損失防止建築材料の小売事業者及び

エネルギー消費機器等の小売事業者にあ

っては、以下の観点に留意して情報提供に

努めるものとする。 
(1) 一般消費者に対してエネルギーの

供給の事業を行う者は、消費者のエネルギ

ーの使用の合理化に関する意識を高める

という観点から、消費者のエネルギーの使

用状況の推移に関する情報提供等に努め

るものとする。 
(2) 建築物の販売又は賃貸の事業を行

う者は、消費者による建築物の外壁、窓等

を通しての熱の損失の防止及び建築物に

設ける空気調和設備等に係るエネルギー

の効率的利用のために建築物に必要とさ

れる性能の優れた建築物の選択をより行

いやすくするという観点から、自らが販売

又は賃貸している建築物の当該性能（当該

建築物に用いている熱損失防止建築材料

の熱の損失の防止のための性能を含む。）

の情報提供等に努めるものとする。 
(3) 熱損失防止建築材料の小売事業者

は、最終消費者による熱の損失の防止のた

めの性能の優れた熱損失防止建築材料の

選択をより行いやすくするという観点か

ら、自らが販売している熱損失防止建築材

料の熱の損失の防止のための性能の情報

提供等に努めるものとする。 
(4) エネルギー消費機器等の小売事業

者は、消費者によるエネルギー消費性能等

の優れたエネルギー消費機器等の選択を

より行いやすくするという観点から、自ら

が販売しているエネルギー消費機器等の

事業活動を通じて一般消費者が行うエ

ネルギーの使用の合理化に協力をするこ

とが可能な事業者は、消費者によるエネル

ギーの使用の合理化の取組を促す措置を

講ずるよう努めるものとする。特に、エネ

ルギー供給事業者、建築物の販売事業者等

及び機械器具の小売事業者にあっては、以

下の観点に留意して情報提供に努めるも

のとする。 
   
(1) 一般消費者に対してエネルギーの

供給の事業を行う者は、消費者のエネルギ

ーの使用の合理化に関する意識を高める

という観点から、消費者のエネルギーの使

用状況の推移に関する情報提供等に努め

るものとする。 
 (2) 建築物の販売又は賃貸の事業を行

う者は、消費者による建築物の外壁、窓等

を通しての熱の損失の防止及び建築物に

設ける空気調和設備等に係るエネルギー

の効率的利用のために建築物に必要とさ

れる性能の優れた建築物の選択をより行

いやすくするという観点から、自らが販売

又は賃貸している建築物の当該性能の情

報提供等に努めるものとする。       
 
 
（新規） 

 
 
 
 
 
 
(3) エネルギーを消費する機械器具の

小売の事業を行う者は、消費者によるエネ

ルギー消費効率の優れた機器の選択をよ

り行いやすくするという観点から、自らが

販売している機械器具のエネルギー消費
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エネルギー消費性能等の情報提供等に努

めるものとする。 
 
14 エネルギーの使用の合理化に資す

る技術の開発及び普及 
工場等においてエネルギーを使用して

事業を行う者、貨物輸送事業者、荷主、旅

客輸送事業者、建築物の設計又は施工の事

業を行う者、熱損失防止建築材料又はエネ

ルギー消費機器等の製造の事業を行う者

その他の事業者は、エネルギーを消費する

設備、輸送用機械器具等の使用方法の改善

及びエネルギー消費効率の向上に係る技

術、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損

失の防止及び建築物に設ける空気調和設

備等に係るエネルギーの効率的利用に係

る技術その他のエネルギーの使用の合理

化に資する技術の開発及び普及に努める

ものとする。 
 
15 地域におけるエネルギーの効率的

利用に資するエネルギー需給システムの

導入及び普及 
我が国においてエネルギーの使用の合

理化を総合的に進める上で、廃熱の有効利

用、未利用エネルギーの活用等を通じ一定

地域においてエネルギーを使用する複数

の者全体としてのエネルギーの効率的利

用を図ることは、大きな意義を有するもの

であることを踏まえ、エネルギーを供給す

る者は、当該地域におけるエネルギー供給

源の賦存状況、エネルギー需要の構造等を

勘案した最適なエネルギー需給システム

の導入及び普及に努めるものとする。エネ

ルギーを使用する者は、かかるエネルギー

需給システムの導入及び普及に対し、可能

な限り協力するものとする。 
 
 

効率の情報提供等に努めるものとする。 
 

 
14 エネルギーの使用の合理化に資す

る技術の開発及び普及 
工場等においてエネルギーを使用して

事業を行う者、貨物輸送事業者、荷主、旅

客輸送事業者、建築物の設計又は施工の事

業を行う者、機械器具の製造の事業を行う

者その他の事業者は、エネルギーを消費す

る設備、輸送用機械器具等の使用方法の改

善及びエネルギー消費効率の向上に係る

技術、建築物の外壁、窓等を通しての熱の

損失の防止及び建築物に設ける空気調和

設備等に係るエネルギーの効率的利用に

係る技術その他のエネルギーの使用の合

理化に資する技術の開発及び普及に努め

るものとする。 
 
 
15 地域におけるエネルギーの効率的

利用に資するエネルギー需給システムの

導入及び普及 
我が国においてエネルギーの使用の合

理化を総合的に進める上で、廃熱の有効利

用、未利用エネルギーの活用等を通じ一定

地域においてエネルギーを使用する複数

の者全体としてのエネルギーの効率的利

用を図ることは、大きな意義を有するもの

であることを踏まえ、エネルギーを供給す

る者は、当該地域におけるエネルギー供給

源の賦存状況、エネルギー需要の構造等を

勘案した最適なエネルギー需給システム

の導入及び普及に努めるものとする。エネ

ルギーを使用する者は、かかるエネルギー

需給システムの導入及び普及に対し、可能

な限り協力するものとする。 
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第２ 電気の需要の平準化を図るため

に電気を使用する者等が講ずべき措置に

関する基本的な事項 
 
１ 工場等において電気を使用して事

業を行う者が講ずべき措置 
工場等において電気を使用して事業を

行う者は、電気需要平準化評価原単位を指

標として、次の各項目の実施を通じ、設置

している工場等における電気の需要の平

準化に資する措置の適切かつ有効な実施

を図るものとする。 
① 工場等に係る電気の需要量の実

態、電気の需要の平準化に資する取組等を

把握すること。 
② 工場等に係る電気の需要の平準化

に資する取組を示す方針を定め、エネルギ

ーの使用の合理化の取組と一体となる推

進体制を整備すること。 
③ 電気の需要の平準化に資する観点

から、工場等全体の総合的な電気の使用の

管理を実施すること。 
 ④ エネルギーを消費する設備の設置

に当たっては、電気の需要の平準化に資す

る使用が可能となるものを導入すること。 
⑤ 電気の需要の平準化に資する観点

から、自家発電設備、蓄電池等の導入を検

討すること。 
⑥ 電気の需要の平準化に資する観点

から、既設の設備の更新及び改善並びに当

該既設設備に係る電気の使用の制御等の

用に供する付加設備の導入を図ること。 
 
２ 電気を使用して貨物の輸送を行う

貨物輸送事業者が講ずべき措置 
電気を使用して貨物の輸送を行う貨物

輸送事業者は、駅施設における荷役作業の

時間及び充電を要する電気を消費する輸

送用機械器具の充電時間の電気需要平準

（新規） 
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化時間帯以外の時間帯への変更等を通じ、

電気の需要の平準化に資する措置の適切

かつ有効な実施を図るものとする。 
 
３ 荷主が講ずべき措置 
荷主は、着荷主及び電気を使用して貨物

の輸送を行う貨物輸送事業者と調整し、荷

送り時間の調整、ジャスト・イン・タイム

の貨物の輸送の見直し等の実施を通じ、当

該貨物輸送事業者に行わせる電気を使用

した貨物の輸送に係る電気の需要の平準

化に資する措置の適切かつ有効な実施を

図るものとする。 
 
４ 電気を使用して旅客の輸送を行う

旅客輸送事業者が講ずべき措置 
電気を使用して旅客の輸送を行う旅客

輸送事業者は、駅施設等における電気の需

要の平準化に資する運転が可能な民生用

機械器具の導入、充電を要する電気を消費

する輸送用機械器具の充電時間の電気需

要平準化時間帯以外の時間帯への変更等

を通じ、電気の需要の平準化に資する措置

の適切かつ有効な実施を図るものとする。 
 
５ 旅客の輸送に関し一般の事業者が

講ずべき措置 
一般の事業者は、旅客輸送分野における

電気の需要の平準化に資する取組を補完

するため、従業員の時差出勤等の導入に努

めるものとする。 
 
６ 建築物の建築主等が講ずべき措置 
建築物の建築をしようとする者及び建

築物への空気調和設備等の設置又は建築

物に設けた空気調和設備等の改修をしよ

うとする者は、電気の需要の平準化に資す

る観点から、電気の需要の平準化に資する

使用が可能となる空気調和設備等の設置

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

又は適切な改修をするとともに、自家発電

設備、蓄電池等の導入を検討するものとす

る。 
 
７ 建築物の所有者が講ずべき措置 
電気の需要の平準化に資する観点から、

電気を消費する既設の設備の更新及び改

善並びに当該既設設備に係る電気の使用

の制御等の用に供する付加設備を導入す

ること。 
 
８ 電気を消費する機械器具の製造事

業者等が講ずべき措置 
(1) 電気を消費する機械器具（電気の

需要の平準化に資するための機能を付加

することが技術的及び経済的に可能なも

のに限る。以下同じ。）の製造の事業を行

う者は、その製造に係る電気を消費する機

械器具につき、製品開発、設計、試作、量

産の各段階において電気の需要の平準化

に資する性能の向上に力点を置いた事業

活動を展開するとともに、需要家の実情に

応じた電気を消費する機械器具の電気の

需要の平準化に資する使用を可能とする

技術の開発及び導入に努めるものとする。 
 (2) 電気を消費する機械器具の製造、

輸入又は販売の事業を行う者は、より電気

の需要の平準化に資する性能が優れた製

品の比率が向上するよう、消費者の適正な

選択に資する情報の提供その他所要の措

置を講ずるものとする。 
 
９ 電気を消費する機械器具の使用者

が講ずべき措置 
冷暖房機器、照明機器、事務用機器その

他の電気を消費する機械器具を使用する

者は、その導入に当たって、電気の需要の

平準化に資する性能が優れているものを

可能な限り選択するものとする。 
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10 電気事業者が講ずべき措置 
(1) 電気事業者は、電気を使用する者

が電気の使用状況について、必ずしも自ら

十分な情報を得ることのできるだけの技

術や設備投資の能力を有していないこと

を踏まえ、電気を使用する者から電気の使

用状況に関する情報の開示を求められた

ときは、その情報を開示するものとする。 
(2) 電気事業者は、電気を使用する者

による電気の需要の平準化に資する取組

の効果的かつ効率的な実施を推進するた

め、電気の需要の平準化に資する取組を促

す電気料金その他供給条件の整備、スマー

トメーター等の電気使用量の推移の情報

等の提供が可能な機器の整備、電気の需給

状況に関する情報等を提供するための環

境の整備等の実施に関する計画を作成し、

公表するものとする。 
 
11 事業活動を通じて一般消費者が行

う電気の需要の平準化に資する取組に協

力をすることが可能な事業者が講ずべき

措置 
事業活動を通じて一般消費者が行う電

気の需要の平準化に資する取組に協力を

することが可能な事業者は、消費者による

電気の需要の平準化に資する取組を促す

措置を講ずるよう努めるものとする。特

に、建築物の販売事業者等及び電気を消費

する機械器具の小売事業者にあっては、以

下の観点に留意して情報提供に努めるも

のとする。 
(1) 建築物の販売又は賃貸の事業を行

う者は、消費者による建築物に設ける電気

を消費する空気調和設備等に係る電気の

需要の平準化に資する利用のために建築

物に必要とされる性能の優れた建築物の

選択をより行いやすくするという観点か

ら、自らが販売又は賃貸している建築物の
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当該性能の情報提供等に努めるものとす

る。       
(2) 電気を消費する機械器具の小売事

業者は、消費者による電気を消費する機械

器具の電気の需要の平準化に資するため

の機能の優れた機器の選択をより行いや

すくするという観点から、自らが販売して

いる機械器具の電気の需要の平準化に資

するための機能の情報提供等に努めるも

のとする。 
 
第３ エネルギーの使用の合理化等の

促進のための施策に関する基本的な事項  
１ エネルギーを使用する者等として

国及び地方公共団体自らが講ずべき事項 
国及び地方公共団体は、自らエネルギー

を使用し、エネルギーの供給の事業を行

い、貨物又は旅客を輸送し、又は荷主、建

築物の建築主、設計者若しくは所有者とな

る場合においては、率先して「第１ エネ

ルギーの使用の合理化のためにエネルギ

ーを使用する者等が講ずべき措置に関す

る基本的な事項」及び「第２ 電気の需要

の平準化を図るために電気を使用する者

等が講ずべき措置に関する基本的な事項」

に掲げる各事項（以下「特定事項」という。）

を実施し、エネルギーの使用の合理化等に

資するよう努めるものとする。 
 
２ 設備投資等に対する支援 
国は、特定事項に即して行われるエネル

ギーの使用の合理化等に資する設備の設

置その他のエネルギーの使用の合理化等

に資する事業活動を支援するため、財政上

の措置等の必要な措置を講ずるよう努め

るとともに、それらの措置に係る十分な情

報の提供を行うものとする。 
 
３ エネルギー管理に対する支援 
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い、貨物又は旅客を輸送し、又は荷主、建

築物の建築主、設計者若しくは所有者とな

る場合においては、率先して「第１ エネ
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２ 設備投資等に対する支援 
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ギーの使用の合理化に資する設備の設置

その他のエネルギーの使用の合理化に資

する事業活動を支援するため、財政上の措

置等の必要な措置を講ずるよう努めると

ともに、それらの措置に係る十分な情報の

提供を行うものとする。 
  
３ エネルギー管理に対する支援 
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国は、特定事項に即して行われるエネル

ギー管理体制の充実、機械器具の効率的な

使用その他の措置の実施を支援するため、

エネルギーの使用の合理化等に従事する

技術者の育成及び確保並びにエネルギー

の使用の合理化等に係る技術的知識の普

及を図るものとする。 
 
４ 技術開発に対する支援 
国は、特定事項に即して行われるエネル

ギーの使用の合理化等に資する技術の開

発を支援するため、財政上の措置等の必要

な措置を講ずるよう努めるとともに、それ

らの措置に係る十分な情報の提供を行う

ものとする。 
 
５ 地域における最適エネルギー需給

システムの導入及び普及に対する支援 
国は、廃熱の有効利用、未利用エネルギ

ーの活用等を通じ一定地域においてエネ

ルギーを使用する複数の者全体としての

エネルギーの効率的利用を図るエネルギ

ー需給システムの導入及び普及を支援す

るため、財政上の措置等の必要な措置を講

ずるよう努めるとともに、それらの措置に

係る十分な情報の提供を行うものとする。 
 
６ 研究開発の推進等 
エネルギーの使用の合理化等を進める

上で、エネルギーの使用の合理化等の促進

に資する科学技術の振興を図ることは、大

きな意義を有するものであることを踏ま

え、国は、研究開発の推進及びその成果の

普及等に努めるものとする。 
 
７ 国民に対する教育、広報等 
エネルギーの使用の合理化等を円滑に

進めるためには、その担い手である国民一

人一人の理解と実践が不可欠であること

国は、特定事項に即して行われるエネル

ギー管理体制の充実、機械器具の効率的な

使用その他の措置の実施を支援するため、

エネルギーの使用の合理化に従事する技

術者の育成及び確保並びにエネルギーの

使用の合理化に係る技術的知識の普及を

図るものとする。 
 
４ 技術開発に対する支援 
国は、特定事項に即して行われるエネル

ギーの使用の合理化に資する技術の開発

を支援するため、財政上の措置等の必要な

措置を講ずるよう努めるとともに、それら

の措置に係る十分な情報の提供を行うも

のとする。 
 
５ 地域における最適エネルギー需給

システムの導入及び普及に対する支援 
国は、廃熱の有効利用、未利用エネルギ

ーの活用等を通じ一定地域においてエネ

ルギーを使用する複数の者全体としての

エネルギーの効率的利用を図るエネルギ

ー需給システムの導入及び普及を支援す

るため、財政上の措置等の必要な措置を講

ずるよう努めるとともに、それらの措置に

係る十分な情報の提供を行うものとする。 
 
６ 研究開発の推進等 
エネルギーの使用の合理化を進める上

で、エネルギーの使用の合理化の促進に資

する科学技術の振興を図ることは、大きな

意義を有するものであることを踏まえ、国

は、研究開発の推進及びその成果の普及等

に努めるものとする。 
 
７ 国民に対する教育、広報等 
エネルギーの使用の合理化を円滑に進

めるためには、その担い手である国民一人

一人の理解と実践が不可欠であることを
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を踏まえ、国は、教育活動、広報活動等を

通じて、エネルギーの使用の合理化等に関

する国民の理解を深めるよう努めるもの

とする。 

踏まえ、国は、教育活動、広報活動等を通

じて、エネルギーの使用の合理化に関する

国民の理解を深めるよう努めるものとす

る。 
 
 


